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佐賀県告示第６号 

森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 33 条の３において準用する同法第 29

条の規定により農林水産大臣から保安林の指定施業要件を変更する予定である

旨通知があった次の保安林については、当該処分に係る通知の相手方となる森

林所有者の所在が不分明であるので、同法第 189 条の規定により、その通知の

内容を唐津市に掲示するとともにその要旨を告示する。 

  令和３年１月 15日 

               佐賀県知事  山  口  祥  義  

１ 保安林の所在場所及び不分明である通知の相手方 

保安林の所在場所 
不分明である通知の相手方 

氏名 住所 

唐津市西大島町 409 番、425

番、535 番１ 

土橋 茂一 唐津市西大島町８番２号 

唐津市西大島町 412 番１、

412 番２ 

井上 直子 東京都世田谷区奥沢二丁

目 40 番 12 号パークハイ

ム自由ヶ丘 301 号 

唐津市湊町字志坂 1693 番

８ 

原田 勘次 唐津市湊町 237 

唐津市相賀字大原 5477 番 吉本 綱五郎 唐津市相賀 72番地 

２ 保安林として指定された目的 

  土砂の流出の防備 

３ 変更後の指定施業要件 

 (1) 立木の伐採の方法 

  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 

    唐津市（次の図に示す部分に限る。） 

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種は、定めない。 

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木が所在する市町

に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
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 (2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県

農林水産部森林整備課及び唐津市農地林務課に備え置いて縦覧に供する。） 


